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本稿では,財政支出のうちでも特に移転支出に焦点を当てて,移転支出と課税が,財

政と国民経済の相互関連を考える上で.プラスとマイナスの関係にあるものとみて両者

をネ ットで考えればよいのか.あるいは,それぞれの機能や役割分担を考慮 しつつ.グ

ロスで考える必要があるのか, という論点について,基礎的な検討を試みる｡財政の所

得再分配機能に着 日すれば,課税 と社会保障給付等の移転支出については,その両者を

相殺 したネットの効果が重要であ り,グロスの観点は本質的でない.というのが一般的

な経済学的発想であろうo Lか し,実際の財政制度は,不完全な情報のもとで.人々の

インセンティブを考慮 して運用 されざるを得ない以上,財政法や租税法に基づ く適切な

制度構築は不可欠であるOその際.移転支出と税は単にプラス ･マイナス項 目として相

殺されるとは限らず,グロスのキャッシュフローをもたらす (あるいは,キャッシュフロー

に伴 う)情報のあ り方そのものを考察の対象とする必要が生 じる｡情報やインセンティ

ブの問題に関する基本的問題については,経済学のツールを用いて考察することが有用

である｡このように,ネットの視点をとるか,グロスの視点をとるかは.対象としてい

る課題に応 じて適切に設定する必要がある｡一般に,財政政策に関する問題を分析する

際には経済学と法律学による複眼的なアプローチが必要である｡

Ⅰ.はじめに

本稿は,財政支出のうちでも特に移転支出に

焦点を当てて.移転支出と課税が.財政と国民

経済の相互関連を考える上で.プラスとマイナ

スの関係にあるものとみて両者をネットで考え

ればよいのか.あるいは,それぞれの機能をグ

ロスで考える必要があるのか,という論点につ

いて,基礎的な検討を試みるものである｡一般

に.経済学的なアプローチにおいては,ネット

の観点が重要視されることが多く.法律学のア

プローチにおいては,グロスの観点が重要視さ

れることが比較的多いように見受けられる｡本

稿では,ネットのグロスの観点はともに撫視で

きるものではないことを主張するとともに,経

済学と法律学のアプローチは決して互いに対立

するものではなく.両者は相互補完的なもので

あることを示す一例の提示を目指したい｡

まず,財政の所得再分配機能に着目すれば.

課税と社会保障給付等の移転支出については.

その両者を相殺 したネノトの効果が重要であ
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り,グロスの観点は本質的でない.というのが

一般的な経済学的発想であるO実際.財政政策

をめぐる議論において,同じネットの効果をも

たらす施策が,異なったネー ミング (例えば.

減税と歳出増加)で語られるために.不必要な

混乱をきたしている場面もあ りうる｡さらに.

｢政府の大きさ｣や ｢財政赤字｣といった用語

にかなりの唆昧性があるにもかかわらず,それ

らが政策上の重要概念として語 られ それによ

って議論が混迷を深めてしまっていることもあ

りうる｡したがって.基本的な概念を経済学的

な見地から整理しておくことは,理論的な観点

のみならず,実際的 ･政策的な観点からも不可

欠であ り,その場合にネノト概念の重要性を十

分認識 しておく必要がある｡

他方,実際の財政制度は.不完全な情報のも

とで.人々のインセンティブを考慮 して運用さ

れざるを得ない以上.より詳細な経済学的考察

とともに,財政法や租税法に基づ く適切な制度

構築のための検討が不可欠であるOその際.移

転支出と税は､単にプラス ･マイナス項目とし

て相殺されるとは限らず,グロスのキャッシュ

フローをもたらす (あるいは.キャッシュフロ

ーに伴う)情報のあり方そのものを考察の対象

とする必要が生じる｡一般に.現行の複雑な制

度のあり方をそのまま受け人nてそれを正確に

記述するということにとどまらず.現実に機能

している制度にはそれなりの合理性があるので

はないかという視点から制度の機能的分析を行

っていこうとする際には.法律学と経済学の共

同作業が不可欠のものとなろうO

本稿の構成は以下の通 りである｡11では,税

と移転支出を相殺してネットの効果を考えて正

確な概念整理を行う視点の重要性を論 じ,Ⅲで

は,逆に両者をそれぞれ別個に検討するグロス

の視点の重要性を論 じる｡また.ネ ノトの政策

効果を実現するためには,グロスの観点からの

政策分析が要求されるのであるから.結局は双

方の観点が必要になることを述べる｡Ⅳにおい

て.公共財の櫨供等移転支出以外の歳出と税制

上の措置との関連にこく簡単に言及し,Vで本

稿のまとめを述べる｡

Ⅱ.ネット概念の重要性

Ⅱ-1. 財政の所得再分配機能 マクロ経済の安定化の3つが挙げられる】'｡本

財政の経湖 勺な機能としては,Musgrave (1959) 稿ではこのうち.主として財政の所得再分配機

以来,資源配分の効率化 ･所得分配の適正化 ･ 能に焦点を当てることとする2'.財政が,人々

1)Musgrave(1959)は.それぞれの機能を担うが期待される財政の部門を.AllocatlonBranch,D■str.button

Branch,Stabl]1ZatlOnBranchと呼んでいるOここでは それぞれの部門は 他の二つの部門がそれぞれの目的

を適切に追及していることを所与としつつ,自らの目的を追求することが想定されているが.Musgrave(1959)

も指摘している通り.現実的には部門間の調掛 ま困難であろうOまた 理論的にも,貝塚 (2005,p78)の
指摘する通り.｢所得分配から独立に公共財の最適水準を決定することはできない｣から ｢一般的に議論す

る限り 公共gr;門が資源配分に果たす機能と所得再分配に果たす機能を分離して取り扱うことは困難｣であ

ると考えられるOなお.この点に関し,Kaplow(2008)は 両者の分離可能性を強調する議論を展開してい

るが Kaplow(2008)の議論の背景にある問題意識の所在は本稿とはやや異なる さらに理論的.一般的な
ものである｡

2)本稿の第Ⅳ節においては 資源配分機能にも若干言及する｡なお.マクロ経済安定化機能については 本

稿では扱わない｡
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の間の所得分配にどのような影響を与えるの

か,という観点から財政政策のあり方を考える

限り,そこで問題となるのは,各人の税負担と

各人への社会保障給付等の移転支出を相殺した

ネットとしての所得再分配機能であろう｡以下

では,Bradfold(2003)の議論に依拠 しつつ

財政の所得分配に及ぼす影響という観点から

は,税と移転支出は互いにプラスとマイナスの

関係にあり.両者のネットの合計のみが意味を

持つことを確認したい｡

ある社会に二人の個人 (A とB)が存在 し.

その社会の政府の財政はA とBの間の所得再

分配のみを行うものとする｡この社会は 1期間

のみ存続するものとする｡AとBの再分配前

所得をŶ とYu.再分配後所得をE人とEu.支

払税額を T̂ とTB,移転支出の受取額をsAと

Sbとすると.

Ê-YA-T.+S∧ (1)

EB-Y8-T｡十SB (2)

となるが.政府部門 (予算)の予算制約式 (読

入-歳出)によって.

TA+TB-SA+SB (3)

が成り立っているはずである｡ここで.AとB

のネットの税負担 NA とNBを.

N.-T.-S.(1-A,良) (4)

で定義すると.(1)(2)(3)式は次のよう

に書きかえることができる｡

E】=Y.-N.(I-A,B) (5)

NA+N｡=0 (6)

ここで.財政による所得再分配機能は,(1)(2)

(3)式の代わりに.(5)(6)式によっても

完全に記述できていることに留意されたい｡例

えば.仮に.Aに対 してαの追加的な課税を

行うとともに.同額 αの社会保障給付を行っ

た場合.税収と歳出額はともにαだけ大きく

なるものの,結果的な所得再分配状況 (EA,EB)

は何ら変化しない｡財政の所得分配楼能におい

て重要なのはネットの税負担であって,グロス

の税負担やグロスの給付は有用な指標とは成り

えないのである3-0

財政の所得再分配機能の大 きさはどのよう

に測定できるだろうか.例えば.税引前ベー

スの所得はAのほうが Bよりも大きく.Aは

相対的な高所得者,Bは相対的な低所得者で

あるとする｡この場合.所得再分配政策によ

ってAからBへの所得移転が生じるであろう｡

したがって.N▲>0となる｡(6)式 より.

N,-一N▲<0である｡この場合,所得再分

配政策の大きさはNA で表すことができよう.

経済規模 との関連で再分配政策の大きさを評

価する場合は,NA/(Y∧+YB)といった指標も

使えるかもしれない4'｡いずれにしても.財

政の所得再分配機能を決めるのは,各人に対

する課税額 と給付額のネットの合計であ り.

3)宮島 (2009,pp29-30)は ｢社会保障給付のグロス概念とネ7ト概念の区別｣に百及しているが.そこで
論じられているのは,社会保障給付への課税が行われる場合にネットの給付額が減少するという点のみであ

り.ネット概念とグロス概念の区分に関する本稿の視点とは異なる｡なお 宮島 (2009)の提起している点

については このサブ.セクションの最後で簡単に言及する｡

4)一般に.社会に2人ではなくm人の人 が々いて 財政の所得再分配によって各人にネットの課税(Nl,N2,I

Nnl,N.)が行われる場合には Ntの絶州直からNか,の絶対値までを足し合わせた数値によって.所得再分

配効果の大きさを表すことが可能であろう｡なお N.+N2+I.･+Nm-0という関係が常になりたっている

ので Nnの値は NlからN,n_lまでの値が決まれば自動的に決まることに留意されたい｡
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税額や給付額をそれぞjl単独で論 じることに

あまり意味はないのである5'｡

これ までの詳論では,税や給付が各人に

Lump-sum として与えられることを暗黙の前提

としてきた｡実際には.課税や歳出によって資

源配分が歪められ,超過負担が生 じる｡超過負

担の種類や大きさについても.各人間の所得分

配に影響を与える要因となる｡ しかし.税と給

付のネットの合計が重要であるという論点につ

いては,超過負担を考慮した場合にも変化はな

い｡例えば,Aに対 して,税と給付が税引前所

得 YAに比例する形で適用され,TA-tAYA.Ŝ -

sAYAである場合,Aの所得分配にとって重安な

のは,やは りAのネッ トの税負担 NA-(tA-

Ŝ)Ŷ であって.税 と給付それぞれのグロス

の値は問題にならない6㌧

また,税と給付のネットの合計 (ネットの税

負担)によって所得再分配状況をみるというこ

れまでの作業においては,給付に対 してはそれ

を課税所得とはしない.すなわち.給付には課

税 しないということが前提となっているoこの

前提は,｢社会保障給付に対する公課の禁止｣(樵

井 2009ap45)という考え方ととりあえずは整

合的であるo Lかし,給付に対 して課税が行わ

jtる場合にも.ネットの税負担の議論に基本的

な変更点はない｡例えば.上記の例で,仮にA

への給付 sA=SAYAに対 して課税が行われれば,

ネッ トの税負担は.NA-(t̂ (1 tA)sA)Ŷ

となる｡もちろん.この例のような比例税では

なく.累進課税を導入すると.税引前給付額と

税引後給付額との関係が所得水準によって異な

ることとなるので,状況はやや複雑になり.袷

付額を単純にマイナスの税額と考えることはで

きなくなる7㌧ しかし,この場合でも.所得分

配に彩響するのがネyトの税負担であること自

体は同じである｡

Ⅰ-2 政府の大きさ

財政の機能的な分析の観点からは,｢政府の

大 きさ｣ という概念はあいまいなものに過 ぎ

ない｡ まず.ll-1と同 じく.財政は所得再

分配機能 (高所得者 Aから低所得者 Bに課税

と給付を通 して所得を移転する権能)のみを

果た している もの とす る｡ この場合,仮 に

GDPやEl民所得が AとBの所得の合計 YA+

Yuで示されるものとすると,｢政府の大 きさ｣

は.移転支出の大 きさのGDPに対する割合.

すなわち,

(sA+Su)/(YA+YB)

で示 されることになるかもしれない｡GDPに

対する歳出規模の割合によって政府の経済活動

の規模をみることは自然であろう｡例えば.負

塚 (2005,p 101)は,｢政府の経済活動は予算

によってコントロールされているから,予算の

支出額をみればおおよその規模 (注 政府の規

模)は見当がつく｡｣として,

政府最終消費支出+公的固定資本形成+社

会保障移転

の対 GDP比を ｢政府規模｣の指標 として用い

ている｡

5)したがって.例えば ｢所得税の所得再分配機能｣について 他の要素とは切り離して論じることにあまり

意味はない｡朋政の所得再分配械能は 所得税以外の税と社会保障給付を含む歳出の各人への帰着を結合し

て判断されるへきものであるDさらに 各種の規制政策も人 の々問の所得分配に影響するのだから 政策の

所得再分配効果は,通常の財政政策の鞄閤のみで考えることもできないOなお.このことと.適正な所得

再分配を実現するための政策ツールとして何を用いるのが適切かという問題 (Kap】ow (2008)参照)とは
別の論点である｡

6)この場合.YAが労働所得であったとして.Aの労触供給に影響を与えて超過負担をもたらすのは ネノト

の税負担における限界税率 (t′､-Ŝ)である.すなわち,資源配分上の観点からも 問題とすへさはグロス
の税に関する限界税率ではなく,ネノトの税に関する限界税率なのである｡

7)また.限界税率も所得水準に依存し,資源配分に与える影響もやや複雑になる0
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しかし,(SA+SB)/(YA十YB)という指標が.

財政の果たしている所得再分配機能の経済規模

に対する相対的大きさを,表しているように考

えることは不適当である8㌧ (sA+SB)/(YA+

YB)という指標は不安定なものであ り,財政

の所得再分配機能との関連で明確な意義を見出

すことはできない｡例えば.子ども手当を廃止

するとともに扶養税額控除 (給付付き)を導入

して,(SA+SB) と (TA+TB)をともに同額だ

け減少させた場合.(sA+SB)/(Y∧+YB)の値

はいくらか減少するだろうが.このことによっ

て実質的に変化が生 じることはない｡ したがっ

て,(SA+S｡)/(YA+YB)の値が減少 したとし

ても.それによって ｢小さな政府｣が実硯 した,

と考えることは誤 りである｡子ども手当と扶養

税額控除 (給付付き)は.所得再分配機能の面

からはほほ同一の制度であり.片方は歳出措置,

もう片方は税制上の措置であるという理由でど

ちらを使 うかによって政府の大 きさについて

の異なった判断が行われることは適切では

ない9-｡

Ⅲ-1で述べたように.財政の所得再分配機

能を示すのはあくまでもNAの大きさであって,

税額や給付額の大 きさではないo Lたがって.

どうしても ｢政府の大きさ｣を表示しなければ

ならないとしたら,

NA/(YA+YB)

という指標 を用いるしかないであろう10}が,

このような指標は現実には使われていない｡多

くの構成員から成る社会全体についてこのよう

な数値を計測することはEE難であり.これによ

って ｢政府の大きさ｣が表示できるというのは.

あくまでも理論的な論点整理のレベルの議論に

すぎないOいずれにしても ｢政府の大きさ｣と

いう概念は唆味なものにすぎず,限定的な意味

しか持たないものであることに留意するととも

に. ミスリーディングな使用を行わないよう注

意すべきであろう｡

なお,京極 (2009)は,やや異なった文脈

ではあるが.一見すると財政の所得再分配効果

を判断する際にネット概念を重視すべきである

という本稿と同様の主張を行っている｡しかし.

京極 (2009)の主張は実際には全 く異なったも

のである｡すなわち,京極 (2009)によれば.

現行の ｢国民負担率｣の概念すなわち,

(租税負担+社会保障負担)/国民所得

は,社会保障給付を通 じてB]民がうけるメT)ノ

トを軽視 してもっぱら税や社会保険料の負担の

みが強調されている.として,次のような ｢実

質的国民負担率｣という指標を提案している】l'｡

(租税負担 +社会保障負担一社会保障給付)

/国民所得

しかし.このような ｢実質的国民負担率｣概念

の有用性については試論があり得る｡特に.本

稿の文脈では.マクロの税 ･社会保障負担とマ

クロの社会保障給付をネットで相殺しても,所

得再分配効果の指標とはなりえないことを強調

8)ⅢとIVでは.グロスの財政支出の値にも (当然ながら)意味があることを述べる｡ここでは.移転支出の

対 GDP比が 朋政の所得再分配機能の指標としては有用でない.と述べているに過ぎず,そのような数億

の有用性が一切ないと断定しているのではない｡

9)仮に2010年に導入された ｢子ども手当｣に.｢給付付き扶養税飯控除｣という名称をつけて 所得税減税

rEIk置という位置付けで噂大したとすれば バラマキとの批判はかわしやすかったかもしれないし 所得税の

扶養控除の廃止との組み合わせについても,より理解が得やすかったのかもしれない (税蝕控除の導入と所

得控除の廃止の組み合わせを.｢所得税の累進性を高めながらの減税｣と説明することができる｡)｡しかし.

実質的には ｢子ども手当｣も｢給付付き扶養税徹控除｣もほとんど同一の仕組みとして導入できるものあり.

仮に前者がバラマキであるならば.後者についてもバラマキと言わざるを得ないのである｡

10)前掲注4を参照｡

ll)京極 (2009)によれば.現行の ｢国民負担率という名称イメージはかなり政治的なバイアスがかかり.非

中立的でイデオロジカルなものとなっている｡｣(p44)とのことである｡
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してお く必要がある｡所得再分配効果をみるた

めには,負担 と給付をあ くまでも各人について

みる必要がある｡上記の ｢実質国民負担率｣が

何を計測 しようとしているのか.必ず しも明ら

かではないのである｡

Ⅰ-3. 世代間の所得再分配

財政の所得再分配機能を検討する場合.単一

の期間 (例えば 2010年 1年)における所得再

分配を考えるだけでは不十分であ り,長期的な

視点か らの検討 も不可欠である｡特に.長期的

視点なしには,公的年金の役割や社会保障制度

の持続可能性等について論 じることは不可能で

ある｡以下では,税 と移転支出が世代間の所得

再分配に及ぼす影響 を,Bradrord(2CK)3)で示

されたモデルを大幅に簡略化 した枠組みを用い

て検討することとしたい｡

2期間存続する社会に AとBの二人の個人

(あるいは二つのグループ)が存在 し,Aを第

-世代.Bを第二位代 とするoAは第 1期にの

み働いて納税 し.第2期には年金給付のみによっ

て生計を立てるのに対 し,Bは第2期にのみ働い

て納税 し,年金給付は受けないものとする12㌧A

と Bの再分配後所得の現在価値 を E人とEBと

すると.割引率 (正確には ディスカウント･

ファクター)をd.納税額をT,年金額をSで

示すと,

EA-YlA-Tl八十dS2A

EB-dY2B-dT2B

とな り 政市の予鈴制約式は.

TIA+dT2,-dS2人 (9)

となる｡AとBのネッ トの税負担の現在価値

をN八とNBとすると.

NA-TI人-dS2A

NO≡dT2B

であるが.(9)式より.当然のことなが らNA

+N｡-0となる.NBは正の億であ り (したが

って)NAは負の値 をとるか ら.Aか らBへの

所得再分配が行われている状況である｡

この社会における財政の所得再分配効果は.

N̂ (<0)又はNB(>0)の絶州 直で示 さhる｡

ここで,政府が第 1期に Aへの減税 (2X)杏

行い.第 2期にAへの年金給付の引き下げ (x/

d)とBへの増税 (x/d)を行 うものとするo(こ

のような規模での増減税 と年金給付切 り下げの

組み合わせは,政府の予算制約式 (9)を満た

していることに留意 されたい｡)第 2期では若

干の増税が行われるものの.第 1期の減税幅よ

り′トさい｡ また.第 1期には減税が実施 され.

第 2期の年金給付 も削減 されているので.一見

すると.｢′トさな政府｣の実現に向けた施策の

ように見えるかもしれない｡ しかし 実際には

所得再配効果の大 きさ (NA又は NBの絶対値)

は xだけ増加 してお り.財政の所得再分配機

能は強化 (あるいは肥大化 ?)されている.と

言わざるを得ない｡ この場合は,節-世代 A

の受ける減税の恩恵の方が Aの受け取 る年金

額の減少 よりも小 さいために.Aか らBへの

所得移転が増大 しているのである13)｡

12)これらの仮定は便宜上のものにすぎず AとBの双方が両期間にわたって働くものとした場合やBも年金給付を受け

取るとした場合にも.謙論の内容に変化は生じない｡

13)shav'ro(2008日p259)は｢将来の社会保障給付を減らしてしまうような減税を今行うことは.若い世代から高齢の世代への再分
配を増やしてしまうかもしれないが 再分配を増やすことは｢大きな政府｣の典型的特鼓されることではないれ｣(したがって.
漉税や歳出削液が自動的に｢Jトきな枚qJをもたらすと考えることは誤りである｡)旨述べているが 本箱のモデルはこのような状
況が生じうることを示すひとつの具体例である｡なお.現在の日本の状況に即してみれば,｢将来の社会保障給付を確保するため
の増税(あるいは社会保険料の引き上げ)が現在できないために 将来の社会保障給付は減少するか その漉少を一定限度に抑
えるために将来世代に対する増税を行わざるをえなuJという状況に陥っている可能性が強い｡このような状況の下では 現役世
代に対する増税を実施できないことが 世代間の所得移転を増大させるという意味で 大きな政府をもたらしている ということに
なる｡このように.増減税と政府の大きさとの対応関係は単純ではないが このような間風土,財政に関する用語の暖昧さに鍵田
しているのである｡
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これまでの議論によって,世代間の所得再分

配を検討するためには.各年の歳出規模や税収

の大きさのみに注目しても誤ることがあること

がわかるo上記の例では,第 1期は減税により

税収規模が減少し,第2期は増税があるものの.

歳出規模は減少しているoLかし.両期間を通

じた世代間の所得移転は増大 しているのであ

る｡このような問題を適切に取り扱うためには

世代会計の考え方が有用となるが,本稿では世

代会計の議論自体には立ち入らないlJ'O

上述の枠組みを用いて,財政収支や財政赤字

の概念の不安定さを説明することもできる｡上

記の例において,第1期と第2期の財政収支 B

(すなわち,それぞれの期における税収から朗

政支出を差し引いた催)は,以下のようになる｡

Bl-Tl八,B2-T2h-S2∧

第1期の財政は黒字.第2期は赤字となってい

るが.(9)式すなわち政府の予算制約式により.

両者の現在価値ベースの値は等しくなる15-.財

政収支の値は,財政の所得再分配橡能を示す指

標にはなっていない｡例えば,Aに対する第1

期の税負担を1単位引き上げるとともに,第2

期における年金給付を (1/d)単位増加させた

場合に.財政の所得再分配機能に変更はないが.

財政収支については.第1期の黒字と第2期の

赤字がともに増大することになる｡

上記の枠組みにおいては.財政の機能は (9)

(10)(ll)の3つの式で完全に記述されている

のであって,財政収支の指標 (B】とB2)は,

これに実質的な情報を追加するものではないo

もちろん,現実の財政政策において各年の財政

収支 ･財政赤字の値が重要なものであることは

言うまでもないが,それらの値の意味は,当該

期間だけでなく他の期間における財政の状況等

も勘案しつつ,注意深く解釈する必要がある川'o

Ⅲ.グロス概念の重要性

Ⅱ-1 情報の視点

これまで.11においては.｢税と移転支出は

基本的に同じ性質のものであり,単にその符

号がプラスとマイナスになっているにすぎず,

財政の所得再分配機能の観点からは,各個人

について税負担と給付を合計 したネットの値

がとうなっているのかが重要であって,税 ･

移転支出それぞれのグロスの倍には大きな意

味はない｣という趣旨の議論を行ってきた｡

しかし このような見方は.実は,暗黙のう

ちに完全な情報が存在することを前視に し

ている｡以下では.完全な情報の存在を必

ず しも前提 としない場合には,グロスの税

と移転支出は必ず しも両者を相殺 したネ ノ

トの効果には還元で きない, したがってグ

ロス概念 も重要である, という点について

検討 していきたい｡

法律の世界では,グロスがネノトに撫条件

に還元できないことは常識的なことかもしれ

14)Bradford(2003)の提起した問題を世代会計の文脈で再整理した文献として.GreenandKotllkofr(2008)杏

参照｡

15)(9)式を整理すると B■ニ ーdB=となる0

16)なお 現実の財政収支指標は複雑な財政制度の枠組みの中で算出されるものであり この観点からも注意

深い解釈が必要とされるが 例えば.一般会割と特別会計の関係や財政統割と国民所得統計の関係といった

問題は.重要ではあるが本稿の検討範囲ではないので.ここではこれ以上言及しない0
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ないが 17),経滴学的観点か らは.ネットの効

果のみが関心の対象となる場合が多い IS'D実際,

Jlにおいては,所得分配の観点からはもっぱら

税と移転支出を相殺 したネットの効果が重要な

のであって.グロスの数値自体は所得分配効果

の観点からはtelevalltではない,という議論を

行ってきた｡しかし,不完全な情報の前提とす

ると.税と移転所得についての人々のインセン

ティブの違い等により,グロスに関する仕組み

(すなわち,方向の如何を問わず.キャッシュ

フローをもたらす仕組み)のあり方自体が問題

になりうるのである｡

なお.藤谷 (2006b)は.ネットとグロスと

いう表現は用いていないが.経済学的なアプロ

ーチがネ ノトの効果のみを問題にするのに対

し,グロスの観点の意義も別途ありうる,とい

う趣旨に近い主張 している｡すなわち,｢公共

経済学は財政過程を流れる金銭それ自体を分析

の対象から捨象している｡ところが現実には,

財政決定者は,一般財源 (一般税)から調達さ

れた金銭の配分につき.その使途 .タイミング

両方について一定の裁量を持つ｣(藤谷(2006b),

p179)と考えた上で,｢財政過程が ｢金銭を介

在させること｣の固有の意味を ｢裁量｣の問題

として構成｣(藤谷 (2006b),p181)していく

ことを志向 している｡以下,本稿では.藤谷

(2006b)と同様の問題意識を持ちつつ,｢財政

過程を流れる金銭それ自体｣の中心的な意味は,

金銭の流れを生み出す情報や金銭の流れに伴う

情報ではないのかという仮説に立って,ネット

の観点とグロスの観点,及び.経済学的アプロ

ーチと法律学的アプローチの調和を図ることを

試みていきたい｡

El-2 ｢還付付きの消費税｣の検討

簡単な例として.｢還付付きの消費税｣の構想,

すなわち,低所得者に対 して消費税の負担を何

らかの方法で還付しようとする構想,について

検討してみよう｡消費税は.非課税品日や小規

模事業者免税の設定に伴う歪みがあるものの,

現在のところ,比較的簡素な仕組みを維持 して

おり.国民の国内における消費額にほぼ比例し

た負担をもたらしていると考えてよかろうー9'｡
しかし,｢消費額に対して比例的｣ということは.

いかに低所得であっても一定の消費税を負担せ

さるを得ない (いかに低所得であっても一定額

の消費支出をすることは不可欠だから)という

ことになる｡消費税を低所得者も負担すること

にならさるを得ない,という問題は,今後.消

費税率が引き上げられた場合には一層深刻なも

のになるという懸念がある｡そこで.低所得者

に対 して消費税負担を軽減すべ く,一定の金額

(例えば.生活必需品を購入するための支出に

課される消費税額)を還付することが検討の対

象となりうる｡

各人の (年間)消費支出額をxとし.その

うち.所得水準にかかわらず誰もが消費しなけ

れば生きていけないと考えられる生活必需品に

17)例えば 二者間で反対方向の売買が行われた場合でもそれぞれの契約内容をよく確認することなしに差金

で決済することはできないであろうOまた ある取引を二つの売買と見るか交換と見るかで,租税法の適用

の仕方が異なるために.納税者と課税当局間の裁判となったケースもある｡

18)エコノミストの中に,いわゆる ｢給付付き税荷控除｣を支持する人が多いことの背賢には､このような事

情があるのかもしれない｡しかし,仮にネノト概念を重視するなら.給十れまマイナスの税に過ぎないのだか

ら,税制のrElに給付の要素を取り込むか 税負担と給付のネノトの合剤で政策目標を達成するかは.どちら

でもよいことであり ｢給付付き税敵控除｣にこだわる理由もないのである｡なお,｢給付付き税頼控除｣を

めぐる一般的な間堀点に関しては.渡辺 (2008)で簡増に検討した｡

19)もちろん.｢消費に関して比例的｣であることは ｢所得に関して比例的｣ということではない｡所得階層に

よって貯蓄性向 (1一消費性向)に違いがあるからであるoLかし,このようないわゆる ｢消費税の逆進性｣

の問題は,検討の対象を1期間のみに限定した場合の談論であって この間超は長期的観点から評価すれば

かなり緩和される性質のものである｡
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対する支出額をx N.その他の財 ･サービスに

対する支出額をx｡とする (X-XN+X｡)｡厳

密には何が生活必需品であるかは人によって異

なるので,それに要する支出額も人によって異

なるはずであるが,ここでは簡略化のために.

生酒必需品への支出額がすべての人について一

定であるものと仮定する.消費税率をtc,消費

税負担額をTcとすると.

T｡ニー｡X-tc(XN+X｡) (12)

となる｡(12)式で示される消費税は,低所得

者による生活必需品への支出にも課税されてし

まう｡そこで,XNに対 しては消賛税がかかる

ことのないようにする (すなわち.消費税の負

担額をtcx｡のみ とする)ための方策 として,

いくつかのパターンが考えられる｡例えば,

(丑 生活必需品に対 しては,消費税を非課税と

する (厳密には.生活必需品に対して消費

税のゼロ税率 を適用することによって,

(12)式のXNに係る係数について.tL-0

とする｡)

② 消費支出執 xNまでは消費税負担がかから

ないようにする｡(実際には困難であろう

が,具体的方法としては例えば.年間 xN

円までは消費税を負担することなく商品等

を購入できる電子マネーを各人に配布す

る｡もちろん.このことを行うためにはイ

ンフラの整備が必要になる｡)

③ 国民一人当た りt｡xN円という一定額の給

付金を配る｡(この給付金支給によってネ

ノトの消費税負担は,Tc-tc(XN+X.) -

t｡x Nニー｡X｡となる｡)

上記の方法のうち.①と②は消費税制の枠内の施

策であり.③は歳出を組み合わせた施策である20㌧

上記①②(参は.いずれも.所得分配上の効

果という観点からは同じ結果をもたらすもので

あり21㌧ 11で議論したネ ノトの観点からは同一

の政策である2㌔ しか し,上記のうち,① と

②は実現がなかなか難 しい,あるいは,実施の

ために大きな費用がかかるのに対し,③につい

ては,技術的には実現が可能である23'oLかも,

実現が可能な③は,税と移転支出を両方行うこ

とになっており.グロスの施策を組み合わせて

いる｡一定の所得分配を実現するために必要な

のはネットの観点であり,ネットの観点からだ

けではグロスの施術を組み合わせるような政策

を正当化することは困難であろう｡

グロスの施策の組み合わせである③が,他の

代替的な方法よりも優位にあるのは,③の実施

のために必要とされる情報が比較的限られてい

るためであろう｡③はすへての国民 (例えば,

住民基本台帳に登録さjtている住民全員)に一

定金額を支払 うことができれば実施可能であ

る2L'Oこれに対 して,①を実行するためには.

消費税の納税義務者に課税対象品日と非対象品

③の定貌給付金を (給付付きの)所得税額控除と考えれば ③は税制の枠内の施策であり さらに20)もっとも.(丑の定貌給付金を
それを消費税の還付として行うことにすれば 消費税の枠内の施策ということになるのかもしれない｡しかし
これらは 同一の政策に関する単なる解釈の違いであり 本質的な遠いではない｡

21)正確には 人によって生活必需品に対する支出額が異なるので,①の所得分配効果は②や③とは異なるであろ
うが.ここではその間題は無視できるものとする｡

22)したがって 仮に③のような柑置は高額所得者にも給付を行うバラマキであるから好ましくない.というので
あれば 同じ効果をもたらす①や②も同じくバラマキであり.好ましくない.ということになる0

23)同様の施策としては.2009年に ｢定額給付金｣の支給が実施されたという実績もある｡なお.言うまでもな
いことであるが ③の施策が技術的に実現可能であるということは その施策を行うことが必ずしも望ましい
ということではない｡

24)実際には.日本のようなすべての国民に関するデータベースが整備されている国でなければ 定額給付金のよ
うな一定金額の給付であっても,全国民を対象に行うことは難しい｡最近 (2010年8月現在) 既に死亡した
と考えられる高齢者が住民基本台帳から消されていない事案も問題となっているが 絶対数としてはわずかな
ものであり データベ-スとしての住民基本台帳の基本的価値を損なうものではないDむしち.基本的なデー
タベースが存在するからこそ,｢消えた高齢者｣の人数に関する具体的な調査が可斤引二なっている,という面も
ある｡なお.2009年に実施された ｢定額給付金｣は.住民基本台帳に登録されている者の他に外B]人登録原票
に登録されている者にも支給された｡
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目を区分して消費税額を計算してもらうことが

必要となり.コンプライアンス ･コス トは大き

なものとなる｡また.(参の実行には.電子マネ

ー等のインフラが最低限必要であり,それなし

に行うとすれば各人の消費支出額についての情

報を何らかの方法で課税当局が把握するという

非現実的な想定を行わざるを得ない25'｡結嵐

もし ｢還付付き消費税｣を導入するとしたら@

のような歳出との組み合わせで行わざるを得な

いであろう｡このような政策論において.税と

移転支出のネットの観点のみからの検討だけで

は不十分なのは明らかであり,グロスの観点を

導入することが不可欠になる.

Ⅱ-3. クロス概念の含意

税と移転支出は,所得再分配の観点からは.

プラスとマイナスの項目にすぎず,重要なのは

両者を相殺したネットの効果である｡しかし.

現実に所得再分配政策を実施しようとする場合

には,それに要する情報に関する考膿が必要で

あり.税と移転支出を別個の政策としてそれぞ

れ検討する必要が生じる｡

特に.税と移転支出では,関係者のインセン

ティブが異なることから.仕組みが楼能する前

提となる情報に関する条件に大きな差が生 じ

る｡すなわち,税については,徴収される側に

情報を開示する積極的インセンティブは存在し

ないから.課税に必要な情報を得ることに困難

が伴う場合が多い｡現実の税制はこのような情

報制約を克服する仕組みを備えており.それに

よって税制が何とか機能しているものと考えら

れる｡また.課税や徴収のプロセスにおいては.

納税者の財産権やプライバシーについて十分な

考慮が払われる必要がある｡したがって.税に

おいては,なるべく明確で検証しやすい情報に

基づいて執行が可能になるということが,重要

な条件として求められる｡これに対して.移転支

出の場合には.受給者側に情報を積極的に開示

するインセンティブが存在するので.税の場合

に比べて情報面での制約は比較的縫いと考えら

れる｡プライバシー保全に関しても,税の場合ほ

どには神経質になる必要性は低いであろう2㌔

財政による所得再分配楼能をもたらすのは各

人にとっての納税額と移転支出額を相殺したネ

ットの効果である｡しかし,意図された所得再

分配を実現するための政策手段としては.税と

移転支出の双方が必要であり,グロスの観点か

らの検討が不可欠となる｡特に,上述の情報制

約に関する税と移転支出の差を考慮すれば 税

は怖単な情報に基づいて,大雑把であっても実

効性のある方法で徴収したうえで.各人の個別

事情も考慮した移転支出によって意図された所

得再分配をEI指すのが合理的なのではないか.

ということになろう｡このような考え方に立て

ば.グロスの観点からリーズナブルに効率的な

運営が可能となるように設計された制度によっ

て.ネットの観点からの所得分配に関する政策

El標の実現を図ることが可能となる｡

但 し 税にせよ移転支出にせよ,必要以上

の大幅なキャッシュフローをもたらす仕組みは

かえって非合理的である㌘■ので.税制におい

でも可能な限り各人の状況を考慮することは好

ましいことである｡特に,個人所得課税におい

25)後述のように プライバシーの問題も発生するかもしれない｡
26)例えば,受給者が移転支出の給付を受けるためにはプライバシーを開示する必要があったとしても それ

を開示するのは本人の意思に基づくのであるから ｢個人情報の自己管理｣の原則にもとるものではないで
あろう｡なお 個人情報 (プライバシー)に関する税と給付の非対称性については 渡辺 (2009.2010)杏

参照されたい｡
27)例えば.すべての国民に対して 予算放出軌を賄うのに必要なだけの巨額の完栴税 (例えば.国民一人当

たり年間100万円の定額税)をいったん課しておいて.移転支出によって適切な所得再分配を行おうとする
ことは現実的ではなかろう｡そのような構想が非現英的な理由のひとつとして,各人への移範移出を行うた

めにあまりにも膨大な情報が必要となり プライバシ-も含めて当局が事実上すべての国民の生活状態に関
する詳細な情報を収集する必要が生じてしまうことがある｡
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てはこのような考慮がすでに行われているし,

そのような考慮は.分配の公平とは区別された

税そのものの公平という理念にも支えられてい

ると考えられる｡しかし.いずれにしても,梶

のみによって適切な所得再分配を実現すること

は不可能であり.税と社会保障給付等の移転支

出との双方の組み合わせが不可欠となる｡財政

の制度設計において,グロスの概念が重要とな

るゆえんである｡

なお,グロスの概念の重要性は.｢社会保障

支出の大きさと逆進的とされる一般的消費税の

税収に占める割合とに強い相関がある｣という

Kato(2003)の観察結果とも整合的である｡大

規模な社会保隙支出を必要とする福祉国家にお

いては,大きな財源が要求されるoこの場合,

所得分配の観点からは中立的ところか｢逆進性｣

があるとされる消費型付加価値税に依存せさる

を得ないのは,グロスの観点からの必要性に基

づくものと考えられる｡ヨーロッパの福祉国家

においては,低所得者を含むすべての国民に,

いったん消費型付加価値税を負担してもらうこ

とによって.はじめて大規模な社会保障支出が

可能になっているのであろうoこれに対 して.

最初から低所得者の税負担を避けようとして,

税制の累進性確保自体を達成すべきE]標とした

場合には.課税執行上の情報制約が大きくなり,

十分な税収が確保できない (あるいは無理に確

保しようとすれば,当局が膨大な個人情報を収

集する必要に迫られる)ために,結局 移転支

出も含めたネノトベースでの,意図された強力

な所得再分配が行えなくなることになる可能性

が高いと考えられる｡

Ⅳ.移転支出以外の歳出

Ⅳ-1 公共財の導入

以上.本稿では.財政の所得再分配接能の観

点から 税と移転支出を検討の対象としてきた｡

しかし,財政の機能は所得再分配だけでなく,

資源配分の効率化も含まれる｡財政の資源配分

機能の典型例として,国民生活には必要である

が民間企業によっては供給されない,いわゆる

公共財等 (純粋な公共財だけを議論の対象とす

ると,範囲がやや狭くなるので,以下では排除

可能性があるために純粋公共財ではないが,政

府によって提供されているものを含めて ｢公共

財等｣と表現することにする｡)の提供がある｡

Bradford(2003)に倣って.(3)氏 (予算制

約式)に公共財等の供給 Gを加えると

TA十TB-SA+S8+G (13)

となるO仮に.Gの供給するためにAがT"A,

BがTaA の税を負担するものとすれば.

TdA+TaA-G (14)

となる｡(13)式の両辺から (14)式の両辺を

引いて整理すると.

(Td̂-sA)+ (TdBISB)=0 (15)

が得られる(T".-T.-T.-.1-A.B)｡ここで,

概念的には.(14)式は,Musgrave(1959)の

Allocat10nBranch 予 算 を 示 し.(15) 式 は

DIStrlbutlOnBrancll予算を示 していることにな

る｡なお.公共財等の最適な供給量と適切な所

得分配を独立に決定することはできないから.

実際の予算を (14)式と (15)式に相当する部
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分に分割することは困難である｡

財政の横能として公共財等の供給を含めた場

合にも,歳出と税の間の関係を検討する余地が

場合によってはありうる｡例えば.政肘が高速

道路を建設し,その利用者から通行料を徴収し

ている状況を考える｡仮に.｢高速道路無料化｣

の政策が導入され 高速道路の維持費等への予

算措置が必要になったとしよう｡この政策は.

｢歳出増｣をもたらしたと考えるべきか ある

いは これまで徴収していた通行料を利用者が

支払う必要がなくなったのだから ｢減税｣と類

似の政策と考えることができるのか.必ずしも

明らかでない｡(利用者は高速道路を利用する

かどうかを任意に選べるからその料金は税では

ない したがって,｢高速道路無料化｣は減税

とは言えない.という主張もありうるが.例え

は 酒税を負担するかどうかは.酒を消費する

かどうかという消費者の任意の適訳によるであ

ろう｡)

しかし.公共財等の供給を含めた歳出一般に

ついては.移牽云支出の場合のように単に税負担

と相殺をしてネットの便益を考えることには無

理がある｡すなわち.公共財等の便益の各人へ

の帰着を知ることは困難であるし.また.たと

え帰着が明らかになったとしても公共財等の種

類によって各人の効用関数上の位置付けは異な

るから,税負担と相殺 したネットの値を出そう

としても無理がある｡上記の (15)式において

は.税と移転支出の差額のみが問題となるネy

トベースの表示となっているが,公共財の提供

とその財源負担を示した (14)式では.両者を

相殺した値 (ゼロ)だけでは意味がなく.公共

財の内容がどのようなものか,そのような内容

の公共財をGの金額だけ提供する価値はある

か.といった点を検討する必要があ り.(14)

式の左辺と右辺が示す実質的内容をそれぞれ見

る必要がある｡すなわち.グロス概念に基づい

た議論が必要となる｡

そもそも 移転支出以外の歳出一般につい

ては.税負担と相殺したネット枕念のみで論じ

ることは不可能であり.歳出は歳出として検討

するグロス概念が必要になることは常識的には

当然であろう23-.ただ,この点を確認する前に,

公共財の提供のための予算措置を税制上の措置

によって代替する可能性 を論 じた Bradrord

(2003)の議論について簡単に触れておくこと

としたい｡

Ⅳ-2. BradfordのWSTC

Bradford(2003)紘 ,"Weaponsuppllertax

credlI''(WSTC)という奇妙な仮想的仕組みを

検討しているOこれは.政帝が予昔‡措LEによっ

て武器を購入する代わりに.武器の納入共著に

税績控除を認めることで同じ効果を得ようとす

るアイデアであるoBradfbrd(2003)は.この

アイデアによって.増税を行うことなく別政赤

字を縮小させ.かつ必要な防衛力は維持できる

(ことになる).としている｡具体的な仕組みは

以下の通りである｡

(丑 政府による武器購入のための予算を全額削

減して,ゼロにする｡

(参 wsTC (武器供給業者税額控除)を導入す

る｡この税額控除を認定されるためには.

業者は防衛当局に要求された性能の武器を

納入することを約束する畜類に署名しなけ

ればならないoこの税額控除請求権を他人

に売却することもできる｡

(》 税額控除による減収分に応 じて.社会保険

料控除の廃止や住宅ローン支払利子寸空除の

廃止といった税制改正を行い.全体として

28)法幹的な立て付けとしても.移転支出については社会保障法等によって租税法の場合と同様.一定の条件

に対応した金額の算定方法が法律に規定されている(したがって 毎年の予告編成において社会保障費の｢当

然増｣が生じる｡)のに対し 他の歳出-娘については.梅年の予算によって政策的に決定される｡税と歳

出に関する意思決定プロセス違いに関連して 中里 (2008a)は ヨ-ロノバにおける朋政制度の成立時以

来の起源について論じている｡
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｢税収中立｣の税制改革とする｡(社会保険

料控除や住宅ローン支払利子控除の廃止に

よる増収分は財政赤字の削減に充てられ

る｡)

この仮想的仕組みは,歳出と税の相対性を示

すための思考実験に過ぎないO上記の(丑と(むは,

予算による武器の購入を税額控除と呼び変えた

ものに過 ぎない2㌔ ① と②の措置によって

③の増税 (あるいは,場合によっては租税歳出

の減少という形での歳出削減とも解釈できるか

もしれない｡)が,@の ｢減税｣と人為的に組

み合わされることによって,あたかも税収中立

の税制改革のように見えるだけである｡実体は

荏)②の組み合わせには実質的な意味はなく｡③

の増税による財政赤字削減が図られているにす

ぎないOなお.このWSTCの例が,歳出と税

額控除の同等性を意味しているわけでは必ずし

もないことにも留意されたい30㌧ この例はあ

くまでも.防衛という公共財の中間生産物であ

る私的財 (武器)を購入するプロセスを税額】空

除に置き換えたものにすぎない｡税制上の措置

によって防衛という公共財を提供することはで

きないのであり 公共財の供給自体は歳出その

ものによるしかないのである3日｡

Ⅳ-3. 租税歳出

7メT)カのJolntComITllrteeOnTaxaLLOn(2010)

によれば.租税歳出 (taxexpendlture)の定義

は 1974年 の予 井 法 (theCongress10nalBLIdget

andlmpoundmelltControltActof1974)に定めら

れており,それによると.｢連邦租税法の規定

によって認められている規定.すなわち特別な

除外 ･免税 ･所得控除 ･税額控除,優遇税率,

課税の繰り延べによって生じる税収のロス｣と

なっている｡ もともと.租税歳出は,stanley

sureyによって,租税法の規定による ｢隠れた

補助金｣をリストアップして政冊歳出予算の一

部として公表するごとで.隠れた補助金につい

ても明示的な補助金同様読会の予算審議に服さ

せようとして提唱された考え方である32㌧ 日

本の租税特別措置もこれと類似 した面のある仕

組みではあるが 同じものではない33㌧

一般に.財政政策を考える上で,租税歳出

は義出 (補助金)として扱うべきか,あるいは,

あ くまでも税制上の措置として扱 うべきなの

か,については様々な見解がありうる.また.

そもそも,｢租税歳出｣の概念がきわめで暖昧

ものであること.特に.どのような税制を基準

にして ｢租税歳出｣を規定するのか (例えば,

包括的所得概念を基準にする場合と消費型所得

概念を基準とする場合では.何が ｢租税歳出｣
なのかが異なることになる｡)について問題が

あることはしばしば才旨摘されている｡本稿では

租税歳出の性格そのものを論 じる余裕はない

が.ネットとグロスの観点から,租税歳出の性

格がどのようにとらえられるのかを簡単に比較

してみたい｡

まず.ネットの観点からは.租税歳出が補

助金として扱われようと減税として扱われよう

29)実務的には.②のような税額控除の仕組みがうまく機能するとは考えにくいが ここでは現実の政策を考

えているわけではないので実務的な点は聞題にしないD

30)Bradford(2003)の意図は.財政において用いられる用語の唆味さの指摘であって 放出と税制上の措置

の代替可能性を主張しているのではない｡しかし.Bradford(2003)は.基本的にはネットの視点に立って.

財政用語の暖昧さを指摘している｡

31)もっとも.徴兵制を導入すれば.国民の負担によって防衛という公共財が直接的に生産されることになる

のかもしれないが.通常 敵兵は課税の-形暦とは考えられていないであろう｡

32)森谷 (2005)1090頁以下を参照.また.7メリカでの租税鼓出概念に関する近年の譲詮については 本特

集号の吉村論文を参照されたい｡

33)日米比較の詳細についても,本特集号の吉村論文を参照｡
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と.その効果に変わりはないので.租税歳出の

性格を規定しようとすること自体が無意味であ

るということになろう｡あるいは,ネyトの観

点,特に.所得分配の観点からは,租税歳出概

念自体が不要である,ということになる｡しか

し.資源配分の観点からは.租税歳出の導入が

新たな資源配分の歪みをもたらすことが実際上

は多いので,その場合には.租税歳出を税負櫨

の軽減と見るよりも.補助金の供与と考えた方

が整理しやすいのではないか.という議論はあ

りうるかもしれない｡

しかし,いずれにしても,租税歳出の性格

論自体はグロスの観点から論じられるものであ

り,逆に,租税歳出の性格論が若干でも意味を

もつとしたら,グロスの観点が軽視できないと

いうことの傍証にはなるであろう｡すなわち.

租税放出の性格やその妥当性を議論するとすれ

ば,一定の政策El標を実現しようとする場合に,

税と歳出のいずれを採用すべきなのかという論

点を.惜邦やインセンティブの観点から検討し

ていく必要があろう｡例えば.租税歳出を補助

金と位慢付けるとしても.租税法の規定に従っ

て課税当局によって供与される補助金は他の補

助金とどのように異なるのか.あるいは異なら

ないのか.といった論点は.キャッシュフロー

のあり方自体を検討対象としており.グロスの

問題を検討していることになるのである｡

Ⅳ-4. 公益法人の活動への助成方法

最後に.同じEl的をもつ税と歳出の比較のひ

とつの具体例として.公益法人が一定の公共財

の提供を行う場合に.政府が公益法人に補助金

を出す場合と寄付金控除を導入して寄付金によ

って公益法人の活動を支援する場合にどのよう

な違いが生じるか.という問題についてごく簡

単な検討を行っておくこととしたい｡ある社会

は n人の構成員から成るが.各構成貝の所得

水準や効用関数に違いがないために.代表的個

人のみを考察の対象とすれば十分であると仮定

する｡代表的個人の効用関数は.

U(C,Gl,C2)-U(Y-T,Gl,C2) (16)

であるとする34'｡ここで.Cは消費,Yは (所

与の)所得.Tは税額を示す｡この社会には二

種類の公共財が存在 し.その供給量はGlと

C2で示されている｡公共財 1(例えば,伝統

芸能)は補助金を受ける公益法人によって供給

され.公共財2(例えば,防衛)は政府によっ

て直接供給されているものとする｡政府の予告

制約式は

nT-Gl+C2 (17)

となる｡C1は政府から公益法人に支出される

補助金の額に相当する iS)｡

ここで.寄付金控除36'を税額控除の形で導

入し.個人が公益法人へ寄付を行った場合に寄

付金相当額だけ税負担が減少するものとする｡

各個人の寄付金額をZで示すこととする｡こ

の時.仮に消費水準 C(=Y-T-Z)が不変

であれば37',寄付税額控除導入後の効用関数(す

なわち,社会厚生関数)は

U (C,Gl+nZ,G2-nZ) (18)

34)この代表的個人の効用関数を社会厚生関数とみなしても差し支えない｡ここでは 政府の定めるT,Gl,G2
によって社会厚生の水準が決まることになる｡

35)Glを公益法人への補助金の額と考える代わりに.公益法人に直接に適用される租税軽減措置によってそ

の公益法人が得る減税額と考えてもよい｡

36)寄付金控除をめぐる理論的問題については藤谷 (2∝)6a)が詳細かつ精敏な分析を行っている｡

37)Yは一定 (所与)と仮定しているので.Cが一定ならば 寄付金控除導入後の納税敵は.寄付金控除導入

前の納税徹から寄付金額 (Z)を差し引いたものとなる｡
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となる38'｡寄付金控除の導入が望ましいのは.

(18)式の値が (16)式の借よりも大きい場合

である｡これは.政府が何 らかの原因で公共

財 1を過小に,公共財 2を過大に供給 してい

たのを.国民が寄付金によって是正 した,と

いうことになる場合である｡しかし (18)式

は.政府が寄付金控除車人後も公共財 1,2に

対する財政支出を変えないという前提のもと

での結果に過ぎない｡仮に.政府が C1.G2

の水準を調整 した場合は (18)式とは異なっ

た帰結が生 じる｡特に,政府が GlをtlZ(寄

付金の総額)だけ減少させ.G2をnzだけ増

加させれば.寄付金控除導入後の帰結は (18)

式ではなく,(16)式と全く同じ値をとること

になる.すなわち 寄付金控除を導入しても

何 らの変化も生 じないことになる｡仮に (16)

式の水準の方が (18)式の水準よりも高けjt

ば (すなわち.仮に政府の方が国民よりも公

共財の提供に関して正 しい判断ができるので

あれば)寄付金控除の彩響を撫効にするよう

な政冊による予算組み替えは望ましい とい

うことになる｡

こうして.上記の簡単な枠組みにおいては,

公共財の提供のための財源を補助金によるべ

きか寄付金控除によって生 じる寄付金によっ

て賄うべきかという問いに対する答えは.公

共朋の授供に関する判断を適切にできるのは

誰かという点に依存する.ということになる｡

また.税制上の寄付金控除の効果を政府の予

算政策と切 り離して論 じることは不可能であ

ることも示された｡なお.ここでは.寄付金

控除として税額控除が適用される場合を検討

したが.所得控除の場合も.その効果は基本

的に同様であろうと考えられる｡但 し.所得

控除の場合には,寄付金額 Zによって.公共

財 1が Z増加するが,その時.税収がtz (I

は納税者の限界税税率)減少 (したがって公

共財2がtz減少)するとともに.納税者の私

的消費 Cが (1-I)Z減少することになる｡

しかし,

U(C-(1-t)Z,Gl+nZ,G2-tnZ)

が (16)式の水準よりも高 くなることがある

のかどうかは明らかでない｡寄付を行うこと

が自分の私的消費のレベルの引き下げにつな

がるのであれば.寄付をためらう人が多くな

るであろう｡また.自分が寄付をしても他の

人々は寄付をしないであろうという予測があ

れば.上武でn-1となり.特定の個人が 自

分の私的消軟を減少させなが ら公共財Glの

増加はほとんどもたらさないような寄付を行

うかどうか. ます ます明らかでない｡ もし,

合理的な個人がこのような状況で寄付を行う

とすれば.それは寄付によって生 じる便益が

公共財ではなく自己の私的消費の増加につな

がるような場合なのかもしれない｡ しか し.

そのような寄付税制悪用の可能性がある場合

には,寄付金の使われ方をチェックする必要

が生 じるし,必ず しも寛容な寄付金控除制度

が社会的に望ましいとは言えない.ということ

になる39㌧いずれにしても,寄付金控除制度の

問題自体の検討は本稿の範囲を超える｡

38)(17)式に相当する政府の予算制約式は nT-Gl+G2-nZとなる｡

39)寄付金税制悪用の可能性が生じるのは.寄付金税額控除の場合も同様であり むしろその場合により強い

インセンティブがある｡
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V.結語

税と移転支出を相殺してネットの効果に着目

する方がよいか,税と移転支出をそれぞれ別途.

グロスで考える方がよいかは,分析しようとし

ている課題の性格による｡言いかえれば.税と

歳出の適切な切 り分け方は.分析課題が何であ

るかによって異なるものであり.唯一の ｢正し

い｣切 り分け方があるわけではない｡財政政策

も経済政策の一部であり､経済政策の目的であ

る資源配分効率の向上と公正な所得分配の実現

という観点から財政政策を検討する場合には.

ネノトの観点が有用な場合が多いoこの場合,

経済学のアプローチが有用であり,これによっ

て個々の刑政政策の位置付けや効果の分析につ

いての全体的な見通しを得ることができる｡ま

た,より具体的な財政政策の策定を現実的コン

テクス トで検討する場合には,情報やインセン

ティブの問題を背景に 財政をめぐるキャッシ

ュフローのあり方自体を検討とするグロスの観

点が不可欠となる｡この場合には.情報の不完

全性を前提にしたより注意深い経済学的分析と

ともに 財政法 ･租税法 ･予算制度等に関する

法律学のアプローチが必要となる｡現実問題に

関連した多くの財政上の課題について ネット

とグロスの双方の視点から.また.素至済学と法

幹学の双方の視点から,検討の対象となってい

る問題を複眼的に分析することが要請される｡

財政分野における法と経済学研究の一層の進展

が期待されているo
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